
水稲通信

インボイス制度を学ぶ

「インボイス制度」ってナニ？

インボイスってナニ？

米 出穂前後からの水管理
病害虫防除の実施・台風時の水管理の徹底も!

菊池管内地域営農法人経営向上研修会

台風時の水管理
次のことに気をつけましょう。

台風・強風のときの田まわりは、注意しましょう。気になっても
雨や風がおさまってから十分気をつけながら行ってください。

　出穂から収穫までの水管理によって玄米の収量・外観品質に大きく影響します。
特に収穫前の早期落水は、白未熟粒や胴割粒の発生につながり、品質・収量の低下
をまねいてしまいます。開花期以降も間断潅水を心掛け、根（うわ根）の生長を健全
に保つことが重要です。また、収穫に支障がないかぎりは落水の延長を心掛けま
しょう。

水稲の水管理（出穂～収穫まで）

病害虫防除

○ 出穂前後･････出穂前後は最も水を必要とする時期なので、やや深水とする。
○ 開花期以降･･･間断潅水で土壌に酸素を供給し、根の機能を保つ。
○ 成熟期以降･･･早期落水は玄米の品質低下をまねくので、収穫に支障がないかぎり落水を
　　　　　　　　延長する。

①事前対策として強風による水分ストレス等を避けるため、やや深めに湛水する。
②事後対策として冠水した本田は極力排水に努め、水の入れ替えを行う。
③強風後のイネは水分の吸収が盛んになるのでやや深水とし徐々に浅くし、回復
　を待って通常の水管理にもどす。

注）台風や吹き下ろしの風（フェーン現象）が強い時は倒伏防止のため深水とする。
　また、稲が消耗し水を大量に必要とするため、一時深水を保ち、その後は間断潅水とする。

◆本田での防除について、使用薬剤・使用方法・散布の仕方・防除適期など、ご不明な点がありましたら中央支所の指導員に
　お尋ねください。

トビイロウンカ（秋ウンカ）の発生に注意！
　本年は、今のところ平年と比べてトビイロウンカの飛来は
少ない状況です。しかし、これからまた、飛来する可能性もあ
りますので注意が必要です。
　トビイロウンカは、水面近くの株に生息するため確認が難
しく、その増殖率から収穫前に大発生し、坪枯れを引き起こし
てしまうことがあります。防除適期を見逃さず、株元まで薬剤
が届くように、しっかりと防除しましょう。

いもち病の発生に注意！
　いもち病の発生は気象によるところが大きく、夏期の低温、多雨、日照不足などが原因に
なります。この他にも窒素過多の圃場で発生しやすい傾向にあります。穂いもちが発病する
と手遅れになる場合が多く、大幅な減収となります。予防的に防除することが大切です。

トビイロウンカ（秋ウンカ）の被害のようす

注

七城中央支所営農課
山内 隆生

　菊池管内地域営農法人経営向上研修会が７月２８日、菊
陽町図書館ホールで開かれました。管内２２の地域営農法
人代表者ら約６０人が参加。菊池地域営農組織連絡会、行
政、ＪＡ菊池の共同開催。参加者は、法人経営の安定化と
発展のための学習会に耳を傾けました。県北広域本部から
の法人経営分析結果の報告、本年度実施する試験、補助
事業の情報提供や、ＪＡ菊池からは水稲育苗の報告もあり
ました。
　研修会では、税理士法人未来税務会計事務所の西田尚
史税理士を講師に「インボイス制度への対応」について学
びました。西田さんは「この制度は地域営農法人の経営に
大きく関わる。制度をよく学び、理解し、どの程度の影響が
出るのか、まず把握することが大切である」と述べました。
　本年度新たに菊池地域営農組織連絡会長に就任した池田恭成さんは
「法人形態は様々ではあるが、伊牟田茂久前会長のあとを引継ぎ、それぞ
れがメリットを見出せる研修会を今後も開いていきたい」と話しました。 池田新会長

伊牟田前会長

西田氏

事業者
の

みなさま
へ

インボイスを交付する事業者となるには
事前に登録申請が必要です！

【登録申請受付開始：令和3年10月1日～】
登録申請は、e-Taxをご利用いただくと
手続きがスムーズです。

※インボイスとは、登録番号のほか、一定の事項が記載された
　請求書や納品書その他これらに類するものをいいます。

売手である登録事業者は、買手である取引相手（課税事業者）から求められたときは、インボイスを交
付しなければなりません（また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります）。

売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。具体的には、現行の「区分記載
請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加されたものをいいます。

買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手（売手）である登録事業者から交
付を受けたインボイス（※）の保存等が必要となります。

（※）買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項（インボイスに記載が必要な事項）が記載
され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

インボイス制度を
よく学び、理解し、
把握することが
大切である。

国税庁令和５年10月１日から消費税仕入れ税額控除の方式として
「適格請求書等保存方式」（いわゆるインボイス制度）が導入されます。
令和５年10月１日から消費税仕入れ税額控除の方式として
「適格請求書等保存方式」（いわゆるインボイス制度）が導入されます。
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